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第２章　福島県における食育の推進
１　児童生徒の食生活を取り巻く状況等

⑴　肥満傾向児の出現率

　　福島県の肥満傾向の児童生徒出現率（図１）を見ると、小学生期から中学生期にかけて、ほとんどの年

代で肥満度が全国を上回っている。肥満傾向児の増加は、東日本大震災前から健康課題とされていたが、

東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故が起こったことにより肥満傾向に拍車がかかったことは言うまで

もない。

　　肥満の予防には、バランスのとれた食事、適度な運動、休養・睡眠など、健康的な生活習慣を身に付け

ることが大切である。そのためには、学校における食に関する指導を計画的、継続的に実施するとともに、

教職員、保護者等が連携して組織的、積極的に取り組むことが重要となる。

〈出典　「健康教育のてびき」　福島県学校保健会　平成30年３月〉

　　図１　肥満傾向の児童生徒出現率（全国との比較）　　〈「令和元年度学校保健統計」文部科学省　参照〉

⑵　朝食摂取状況

　　朝食欠食に関する取組については、食育推進基本計画（平成18年～内閣府）を始め、「健康日本21」（平

成12年～厚生労働省）、「早寝早起き朝ごはん運動」（平成18年～文部科学省）などでも一体的に取り組ま

れてきた。

　　福島県においても、平成19年度より始まった「朝食摂取率100％週間運動」（現「朝食を見直そう週間運

動」）等の取り組みにより朝食摂取率は増加したが、平成25年度97.2％をピークに現在まで96.4～96.7％

で推移している。

　　「第三次福島県食育推進計画」（平成27～32年度）及び「第６次福島県総合教育計画」（平成22～32年度）

においては、「平成32年度　目標値　97.2％以上」を、「第３次食育推進基本計画（農林水産省）」（平成28

～32年度）においては「平成32年度　目標値　朝食を欠食する子供の割合０％」を掲げている。朝食を毎

日食べることは、健康的な生活リズムや生活習慣の確立につながり、非常に重要である。また、生活習慣

の形成途上にある子どもについてはなおさらであり、引き続き朝食を欠食する子どもがいなくなるように

取り組みを推進する必要がある。� 〈参考　「第３次食育推進計画」　内閣府〉
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第２章 福島県における食育の推進 

１ 児童生徒の食生活を取り巻く状況等 

⑴ 肥満傾向児の出現率 

   福島県の肥満傾向児出現率（図１）を見ると、小学生期から中学生期にかけて、ほとんどの年代で肥

満度が全国を上回っている。肥満傾向児の増加は、東日本大震災前から健康課題とされていたが、東京

電力(株)福島第一原子力発電所の事故が起こったことにより肥満傾向に拍車がかかったことは言うまで

もない。 

   肥満の改善には、バランスのとれた食事、適度な運動、休養・睡眠など、健康的な生活習慣を身に付

けることが大切である。そのためには、学校における食に関する指導を計画的、継続的に実施するとと

もに、教職員、保護者等が連携して組織的、積極的に取り組むことが重要となる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 朝食摂取状況         

 朝食欠食に関する取組については、食育推進基本計画（平成18年～内閣府）を始め、「健康日本21」

（平成12年～厚生労働省）、「早寝早起き朝ごはん運動」（平成18年～文部科学省）などでも一体的に取

り組まれてきた。 

福島県においても、平成19年度より始まった「朝食摂取率100％週間運動」（現「朝食を見直そう週間

運動」）等の取り組みにより朝食摂取率は増加したが、平成 25 年度 97.2％をピークに現在まで 96.4～

96.7％で推移している。 

「第三次福島県食育推進計画」（平成27～32年度）及び「第6次福島県総合教育計画（平成22～32年

度）においては、「平成32年度 目標値 97.2％以上」を、「第3次食育推進基本計画（農林水産省）」（平

成28～32年度）においては「平成32年度 目標値 朝食を欠食する子供の割合0％」を掲げている。朝

食を毎日食べることは、健康的な生活リズムや生活習慣の確立につながり、非常に重要である。また、

生活習慣の形成途上にある子どもについてはなおさらであり、引き続き朝食を欠食する子どもがいなく

なるように取り組みを推進する必要がある。 
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図１ 肥満傾向の児童生徒出現率（全国との比較）〈 参照 文部科学省 令和元年度学校保健統計 〉 

〈出典 「健康教育のてびき」 福島県学校保健会 平成30年3月〉

〈参考「第3次食育推進計画」 内閣府〉
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２　福島県教育委員会における食育の推進

⑴　福島県総合教育計画（第６次福島県総合教育計画平成30年度アクションプラン）

　　平成22年３月に策定した「第６次福島県総合教育計画」では、学校、家庭、地域が連携・協力し、県民

が一体となって豊かな教育環境を形成し、ハーモニーを奏でるように人づくりを進めていくべく、「“ふく

しまの和”で奏でる、こころ豊かなたくましい人づくり」とし、次の理念を掲げた。

　　本計画では、基本目標１「知・徳・体のバランスのとれた、社会に貢献する自立した人間の育成」の施

策２「子どもたちの健やかな体をはぐくみます」において、特に重視する観点１「生きる力をはぐくむ教

育の推進」の一つとして学校における食育の推進を掲げている。

⑵　「ふくしまっ子食育指針」による推進

　　福島県教育委員会は、平成19年度、学校における食育の方向性をさらに具体的に「ふくしまっ子食育指

針」で示し、平成27年度は「ふくしまっ子体力向上総合プロジェクト」を立ち上げ、その一環として「ふ

くしまっ子食育指針」の改訂を行った。

⑶　食育推進の目標

　　各学校における食に関する指導の目標は、学校教育目標に基づき児童生徒や学校・家庭・地域の実態、国・

県・市町村の食に関する指導の目標や食育の推進計画を考慮した上で独自に設定し、各教科等において指

導を行う。その際、「食育の６つの視点」や「福島県の３つの食育目標」に基づいて具体的な目標を設定

することが重要である。

【総合教育計画における基本的方向性】
　・栄養バランスのとれた食事をとるなどの望ましい食習慣や、食生活を実践していく力や感謝の
心をはぐくむ食育を学校、家庭、地域との協働により推進します。

［東日本大震災・原子力災害を経て］
　・震災等による心身の発育・発達への影響や体力・運動能力への影響に対する取組及び放射線と
食の安全性や健康課題について学習活動を推進します。また、関係機関と連携しながら、子ど
もたちの健康を守る教育を推進します。

図２　児童生徒の朝食の摂取状況　〈出典　平成30年度「朝食を見直そう週間運動」朝食摂取率調査結果（11月より）〉
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 〈出典「ふくしまの食育　ふくしまっ子食育指針」福島県教育委員会　平成28年３月〉
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⑷　食に関する指導の充実

　　「ふくしまっ子食育指針」のもとに、幼児・児童生徒や学校、地域の実態に応じ、教育活動全体を通し

て食育が展開できるよう、各学校において学校全体で食育を推進するための体制を整備する。また、学校、

家庭、地域が一体となって、食育を組織的に推進するため、マネジメントサイクル（PDCAサイクル）

に基づいて取り組む必要がある。

　ア　推進体制の整備

　　　全校体制で組織的に食育を推進できるよう、校長

を責任者として、食育・学校給食に関する各種計画

の策定及び進行管理をする委員会を設置する。委員

会等の設置が難しい場合は、既存の委員会等（食育

推進委員会、学校給食委員会、学校保健委員会等）

を活用する。

　イ　食育におけるマネジメントサイクル

　　　食育を組織的に推進するために、マネジメント

サイクルに基づいた取り組みを行う。

　　　幼児・児童生徒及び地域の実態を把握

（Research）し、自校が現在抱えている課題を検

討し、その解決のための組織としての方針を決定

する。次に、目標等を達成するために計画（Plan）

を作成し、計画を実施するための教職員や児童生

徒を組織化し、実施する（Do）。実施後には、そ

の評価（Check）によって設定された目標の達成

度や計画及び組織活動などの検討と改善（Act：

Action）を加えて、次回につないでいく。

〈出典　「ふくしまの食育　ふくしまっ子食育指針」　福島県教育委員会　平成28年３月〉
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　〈食育推進コーディネーター〉

　　福島県においては、平成19年10月31日付け「学校における食育の推進について」（通知）により、

食育を推進するコーディネーターを校務分掌に明確に位置付け推進することが示された。

　　食育推進コーディネーターは、給食主任、栄養教諭等、保健主事、養護教諭などの協力のもとに

食育に関する計画策定の中心となり、また、その計画に基づく活動の推進に当たっては、教職員は

もとより、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等と連携をとりながら、自校の児童生徒の食育に関

わる活動が組織的かつ円滑に展開されるよう、その調整にあたる。
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組織的な取組

食育推進コーディネーターの具体的な役割

①食育と学校教育全体との調整

②食育の諸計画の作成と実施の推進

③食育に関する組織活動の推進

・自校の食生活の課題を明確にし、健康教育の重点として、その解決が図られるようにする。

・学校運営組織の中で、全職員が役割を分担し活動できるよう調整する。 

・食育全体計画を児童生徒の実態、学年、家庭、地域の関連機関等の意見を生かし作成する。

・全体計画に位置付けられた特別活動・教科等の指導時間を確保する。 

・全職員との連携が図られるよう情報の提供や研修の機会を設ける。 

・学校保健委員会等の活用を図る。 

 食育の評価を学校評価に位置付け、学校の実情、児童生徒の実態に応じて設定し

た食育の目標と食育の推進体制等の達成状況を評価することが求められている。 

④食育の評価

自校の児童生徒の食生活の課題解決を図る取組として、学級活動、ホームルー

ム等における指導の時間を確保するとともに、家庭科や技術・家庭科、体育、保

健体育等の各教科等の関連を図り、教育活動全体を通して食育を推進すること。

なお、各教科以外の指導時間数は各学年２時間以上確保することが望ましいこ

と。学級活動、ホームルーム活動における指導事例として、県教育委員会ホーム

ページ掲載の指導資料集を参照すること。 

 

教育活動全体を通した取組

「『食べる力』を育む実践事例集」・「『感謝の心』『郷土愛』をはぐくむ

実践事例集」・「栄養教諭を活用した実践事例集」が県教育委員会ホーム

ページに掲載されている。 

食育を推進するコーディネーターを校務分掌に明確に位置付け推進すること。なお、食育推進コーディネー

ターには、教諭、養護教諭をあて、単独で設定するか、または、給食主任や保健主事等と兼務させるか等は各

学校長に一任すること。 〈出典 学校における食育の推進について(通知) 福島県教育委員会 平成19年10月31日〉 

食育を学校全体で推進するため、学校保健委員会や学校給食委員会等既存の組織を活用すること。また、

保護者会等を活用し啓発する機会を設けるなど、家庭、地域との連携のもと推進すること。企画・運営に

際しては、保護者や学校医、生産者等の意見が反映できるよう配慮すること。 

食育推進コーディネーター(食育を主に担当する教員）を明確にした取組

・食育の具体的な実践の評価を行い、次の計画と活動に生かす。 
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　運動・健康・食生活の３つの内容から構成されている。健
康状態や体力テストの結果、食習慣、食生活について、小学
校１年生から高校３年生までの12年間分を記録することがで
きる。平成27年度に小学校４年生から高校１年生へ配付し、
平成28年度から小学校４年生のみ配付している。

　福島県の児童生徒の肥満傾向児出現率は全国に比べ高い状況が続い
ている。そのため、本県では、肥満指導取組体制等を整備し、2020年
までに肥満傾向児の出現率を全国並に改善するように「学校における
肥満対応ガイドライン」を作成した。また、肥満指導取組のための計
画、通知様式、実践カード、個別指導資料等、実践的な肥満対応資料
を作成し、ホームページに掲載した。

　平成30年度３月、福島原子力発電所の事故後に深刻化している子ど

もの体力低下や肥満の問題解消に向け、小学校教員を対象に「ふくし

まっ子児童期運動指針」を配付した。この冊子には、小学生に楽しく

体を動かす習慣を身に付けさせるために、スポーツに限らず、普段の

学校生活で取り入れられる朝の会でのストレッチや歯磨き中のエクサ

サイズなどの工夫や自分手帳の活用方法、運動身体づくりプログラム

の効果的な実施方法を掲載している。

自 分 手 帳

学校における肥満対応ガイドライン

ふくしまっ子児童期運動指針

上記の冊子は福島県教育庁健康教育課ホームページからダウンロードできます。
URL：https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/750059/
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保護者向け個別指導資料

「適正なエネルギー量を知りましょう」・「食事のエネルギー量をおさえるポイント」


